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はじめに 

  この報告は、岐阜県家庭教育支援条例（平成 26 年 12 月 22 日条例第 83 号）第 20 条第

1 項に規定する「家庭教育支援に関して講じた施策に関する報告」である。 

  その内容は、同条例第４条に規定する「県の責務」及び第 11 条から 18 条に規定する

家庭教育を支援するための施策に基づき、各項目を整理している。 
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 I 家庭教育の支援体制の整備  

  岐阜県家庭教育支援条例（以下「条例」という。）第４条第１項では、県の責務として、

「家庭教育の支援を目的とした体制を整備するとともに、家庭教育支援施策を総合的に

策定し、及び実施する」ことを規定している。また、同条第２項では、「家庭教育支援施

策を策定し、及び実施するに当たっては、市町村、保護者、地域住民、地域活動団体、

学校等、事業者その他の関係者と連携して取り組むものとする」と規定している。 

  令和６年度において、県では図－１のような体制で支援を行った。 

図－1 令和６年度 家庭教育支援体制 
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１ 岐阜県家庭教育推進委員会 

構 成：保護者・学校・地域・事業者・祖父母等の各関係団体の代表、学識経験者 

目 的：岐阜県の家庭教育支援施策を総合的に推進するため、岐阜県が実施する施策に

対し、委員それぞれ専門的な立場から意見を聴取する。 

＜第１回＞ 

日 時：令和６年７月 17日 

議 題：学校と地域の連携による家庭教育支援について 

    県の家庭教育支援について 

概 要：学校と地域の連携による家庭教育支援の一つとして、学校便りの活用について

意見交換した。 

成 果：県内 1小学校、1 中学校によるモデル実施の具体策の意見を各校に伝え、試行

することができた。 

＜第２回＞ 

日 時：令和７年２月 13日 

議 題：家庭教育動画コンテンツの提供について 

概 要：年度内に制作した家庭教育動画コンテンツを視聴し、委員それぞれの立場から

意見を聴取した。 

成 果：時間や場所の制約を受けず活用できる家庭教育支援として、動画コンテンツを

どのように広報、活用していくかについて、検討することができた。 

 

２ 岐阜県家庭教育庁内連絡会議 

構 成：知事部局、教育委員会、警察本部の関係各課（全 20 課） 

目 的    ：家庭教育支援施策を総合的に推進するため、庁内関係課が事業展開について意

見交換を行う。 

日 時：第１回 令和６年６月 14日  第２回 令和７年１月 20 日 

概 要：家庭教育推進委員会での意見の共有と、県の家庭教育支援関連施策についての

情報共有及び連携調整を行った。 

成 果：家庭教育支援の推進に係る各課の取組みについて、情報を共有し、連携調整す

ることができた。 
 

３ 地区家庭教育推進会議 

構 成：保護者・ＰＴＡ代表、社会教育・青少年団体・警察関係者、市町村教育委員会、

小・中・高生徒指導主事代表 

目 的：県の家庭教育支援施策を受けた各地区で実施する家庭教育施策の検討、意見交

流を行う。 

開催方法：年３回、６地区（岐阜・西濃・中濃・可茂・東濃・飛騨）ごとに開催 
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概 要：親子のコミュニケーションの促進を図る取組みといのちの教育に関する家庭教

育学級の実践事例を紹介した。 

成 果：園や学校等における家庭教育学級の推進や地域における子どもの居場所づくり

としての家庭教育学級の推進について意見交流することができた。 

 

４ 岐阜県家庭教育支援市町村連携会議 

構 成：市町村家庭教育支援担当者等 
目 的：家庭教育支援に係る先進事例を全市町村で共有するとともに、市町村の現状や

課題を議論する。 

開催方法：年２回以上 ２回目以降は６地区で開催 

日 時：令和６年６月 26日（第１回） 
概 要：文部科学大臣表彰を受賞した県内の家庭教育支援チームからの実践事例の発表

と、発表内容に対する意見交流を行った。 
成 果：市町村の現状と課題を見つめ直し、先進事例の工夫点や取り入れたい点につい

て意見交流することができた。 

 

５ 県による市町村の体制整備支援 

県では、家庭教育支援員※の配置や家庭教育支援チーム※の組織化により、関係部署と連

携をとりながら、地域全体で、各家庭の状況に応じたきめ細かな家庭教育支援を実施する

体制整備に取り組む市町村を支援するため、下記の事業を実施した。 
※家庭教育支援員 

市町村において家庭教育に関する企画・実施や保護者への相談対応等を中心的に行

う者。 
 ※家庭教育支援チーム 

文部科学省の登録制度で、子育て経験者をはじめとする地域の多様な人材で構成され

た自主的な集まり。身近な地域で子育てや家庭教育に関する情報提供、相談対応、学

習機会の提供等を行う組織。 
 
（１）家庭教育支援員養成・スキルアップ研修会 

目 的：様々な事情を抱えた保護者等に対して、より寄り添った支援が行えるように市

町村の家庭教育支援を担う人材の育成と資質向上を図る。 

日 時：令和６年 10 月 17 日 
内 容：家庭教育支援チームについての説明及び意見交流 
成 果：21 市町村の家庭教育支援関係者及び 11の家庭教育支援チームが参加し、地域

の家庭教育支援を担う人材の育成、資質向上を図ることができた。 
 



 

- 4 - 

 

（２）家庭教育支援推進事業費補助金 

目 的：家庭教育支援員の配置や家庭教育支援チームの組織化により、各家庭の状況に

応じたきめ細かな家庭教育支援を実施する体制整備に取り組む市町村を支援。 
概 要：市町村が行う家庭教育支援推進事業（家庭教育支援員等の配置その他家庭教育

支援の実施・運営に関する事業）に係る経費の一部を補助。 
実 績：補助金実績額 5,160 千円 

交付市町村  ８市町（山県市、海津市、関市、川辺町、八百津町、御嵩町、

中津川市、下呂市） 

成 果：家庭教育支援員の配置や家庭教育支援チームの組織化に係る財政的支援を実施

することにより、保護者の学習機会の充実を図るとともに、家庭教育学級や保

護者会における相談対応等のアウトリーチ型支援を実施することができた。 

・家庭教育支援員の配置支援 ８市町 139 名 

山県市（22）、海津市（１）、関市（13）、川辺町（14）、 

八百津町（１）、御嵩町（40）、中津川市（41）、下呂市（７） 

・家庭教育支援チームの組織化支援 ６市町６チーム 

山県市、海津市、関市、御嵩町、中津川市、下呂市 

※上記以外に補助金を活用していない家庭教育支援チームが10市町12 チーム

（垂井町、大垣市(２)、美濃市、瑞穂市、羽島市、飛騨市、揖斐川町、岐南

町、可児市、岐阜市（２））ある。 

 

 Ⅱ 家庭教育支援施策の総合的な実施  

条例は、第 11 条から 18 条で、県が実施する「家庭教育を支援するための施策」を掲げ

ている。県には、これらの施策を総合的に策定し、実施する責務がある。 

（親としての学びを支援する学習の機会の提供） 

条例第 11 条で、県は「親としての学びの方法の開発及び普及」を図るとともに、「保護

者の学習の機会を提供」するものとしている。県が作成した家庭教育学級運営マニュアル

や家庭教育動画教材により、園や学校等で開催される家庭教育学級に参加することが困難

な保護者でも取り組むことができる「在宅取組型家庭教育学級」の普及を促進した。また、

家庭教育支援の特設サイト「みんなで家庭教育」を開設し、既存の動画教材をブラッシュ

アップした。さらに、同サイトと県のホームページとのリンクによって、「ぎふ環境学習ポ

ータルサイト」や他の動画教材へのアクセスを容易にした。 

（親になるための学びの推進） 

条例第 12条で、県は「子どもが将来親になるための学びの方法の開発及び普及」を図る

とともに、「子どもの発達段階に応じた親になるための学びの機会の提供を支援」するもの
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としている。県では、妊娠期からの学びを促進するため、家庭教育啓発チラシの妊娠期版

を母子手帳交付時に配布した。また、中学生や高校生に対して育児や就業などを含めた将

来の人生設計を考える機会を提供するために、ライフデザイン啓発冊子を配布するととも

に、大学や企業等に講師を派遣し、ライフデザイン講座を開催した。さらに、結婚や子育

てに対する前向きな意欲の醸成や不安意識の解消を図るため、若い世代が乳幼児の子育て

中の家庭を訪問し、体験談を聞くことができる機会を提供した。 

（人材の養成等） 

条例第 13条で、県は「家庭教育に関する支援を行う人材の養成及び資質の向上」並びに

「人材相互間の連携」を推進するものとしている。県では、市町村の家庭教育支援の中核

的人材を養成する「家庭教育支援員養成・スキルアップ研修会」や地域における情報モラ

ルについて、指導者用教材を活用した出前講座を実施した。また、子どもの行動を観察し

てその特性を理解し、適切な対応をするための知識や方法を学ぶ「ペアレント・トレーニ

ング」の指導者を養成する研修を実施した。 

（保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進） 

条例第 14条で、県は「保護者、地域住民、学校等その他の関係者が相互に連携して取り

組む家庭教育を支援するための活動を促進」するものとしている。県では、岐阜県家庭の

教育力向上事業として職場で家庭教育を学ぶ「企業内家庭教育研修」を実施するとともに、

子どもが親の職場を見学し、仕事内容を知ることで、親子で仕事と家庭のあり方を考える

きっかけを提供する「子ども参観日」の実施拡大を促進した。また、岐阜県警察スクール

サポーター制度として、「スクールサポーター兼地域安全活動アドバイザー」を警察本部及

び県下警察署に配置し、関係機関と連携の下、子どもの安全、安心の確保と非行防止、健

全育成に向けた活動を推進した。 

（相談体制の整備等） 

条例第 15条で、県は「家庭教育に関する相談に応ずるため、相談体制の整備、相談窓口

の周知その他の必要な施策を講ずる」ものとしている。県では、県民生活課や青少年ＳＯ

Ｓセンター、児童家庭支援センター、男女共同参画・女性の活躍支援センター、ひとり親

家庭等就業・自立支援センター、子ども相談センター、教育支援センター等に相談窓口を

設置し、児童生徒や保護者からの相談に対応した。また、主に高校段階の生徒を対象とし

た教育支援センター「Ｇ－プレイス」を開設し、将来の社会的自立に向けたきめ細かな支

援を行った。 

（広報及び啓発） 

条例第 16条第１項で、県は「家庭教育に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う」

ものとし、同条第２項で、「家庭教育の支援に関する社会的気運を醸成するため、家庭教育

の重要性並びに家庭教育における保護者の果たす役割及び責任について、県民の理解を深
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め、意識を高める啓発を行う」ものとしている。青少年の安全安心なインターネット利用

の啓発のため、携帯電話事業者と行政・教育・警察・保護者団体等によるコンソーシアム

を組織し、ケータイ安全・安心利用研修会や、小・中学生向け教材を活用した出前講座を

実施した。また、家庭教育に関する情報を収集し、広報誌やホームページへの掲載、公共

施設でのパネル展示などにより啓発を実施した。 

（団体活動の促進） 

条例第 17 条で、県は「家庭教育の支援に積極的に取り組む団体の活動を促進するため、

必要な施策を講ずる」ものとしている。県では、各種青少年団体や（公社）岐阜県青少年

育成県民会議、岐阜県ＰＴＡ連合会等が実施する活動を支援した。 

（家庭教育を実践する日） 

条例第 18条で、県は「家庭教育についての関心と理解を深め、積極的に家庭教育を実践

する意欲を高めるため、家庭の日（毎月第３日曜日）及び早く家庭に帰る日（８のつく日）

を家庭教育を実践する日とし、家庭教育についての関心と理解を深めるための啓発活動そ

の他の事業を実施するよう努めなければならない」としている。県では、岐阜県家庭の教

育力向上事業として家庭教育啓発チラシの配布や毎月の「家庭教育を実践する日」に合わ

せたニュースレターの配信を行い、「話そう！語ろう！わが家の約束」運動を推進するとと

もに、家庭の日啓発図画・ポスターの展示や、岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業

と連携した「早く家庭に帰る日」の実施に取り組んだ。 

以上のように、条例が掲げるすべての分野において、県の令和６年度家庭教育支援施策

を実施した。なお、各施策は、庁内連絡会議で担当課と情報共有するなど、連携をとった

うえで実施した。 

今後も、関係課（機関）がより一層の連携を図り、総合的、効果的に支援施策を推進す

ることで、より多くの県民が家庭教育に主体的に関わり、取り組むことが期待される。 

 

 

 Ⅲ 家庭の教育力向上に向けた事業の展開  

家庭教育学級は、令和６年度には小学校、中学校（いずれも公立）ともに全ての学校で

開催され、多くの保護者が家庭教育を学ぶ機会を得ている。また、様々な相談窓口の設置

やスクールカウンセラーの配置等、相談体制の整備も進んでいる。 

一方で、平日開催の多い家庭教育学級には参加が難しい共働きやひとり親家庭の増加、

核家族化や地域とのつながりの希薄化により、身近な人から子育てを学ぶ機会がない家庭、

経済的な問題や不登校などの悩みを抱えたまま孤立している家庭等、多岐にわたる課題に

対応する支援が必要とされている。 

県では、多様な家庭があることを念頭に支援体制の充実を図るとともに、アンケート調
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査を踏まえたきめ細かな支援を実施することに加え、動画コンテンツや特設サイトを更新

するなど、保護者が家庭教育情報にアクセスしやすい形での広報・啓発を推進していく。 

 

１ 「話そう！語ろう！わが家の約束」運動の推進 

条例の制定を受け、家庭での約束づくりとその実

践を通じて家族のコミュニケーションを増やす「話そ

う！語ろう！わが家の約束」運動を平成 27 年度から

開始した。多くの学校や園等で、ＰＴＡ等を中心に取

り組まれており、令和６年度には類似の活動も含め、

小学校の 93%、中学校の 86％で実施されている。（図

－２） 

県では、子どもの発達段階に合わせ、妊娠期編、就学前・小学校編、中学校編の３種類

の啓発チラシを作成し、配布するとともに、具体的な取組みを紹介したニュースレターを

毎月配信することにより、運動の推進を図っていく。 

 

２ 「在宅取組型家庭教育学級」の普及促進 

県では、学校や園等で開催される家庭教育学級に参加することが困難な家庭にも学習機

会を提供することができる「在宅取組型家庭教育学級」の普及促進を図っていく。 

YouTube にて配信している家庭教育動画教材をブラッシュアップし、動画教材を活用し

た在宅取組型家庭教育学級の実践事例の周知・啓発に努める。また、特設サイト「みんな

で家庭教育」を更新し、時間や場所の制限なく保護者が取り組むことのできる環境の整備

を進める。 

 

３ 多様な家庭に寄り添う支援体制の充実 

県内６地区に配置する家庭教育推進専門職による対象や地域の実情に応じた支援を継続

していく。また、家庭教育支援推進事業費補助金により市町村における家庭教育支援チー

ムの組織化等を促進し、地域の支援者によって多様な家庭に寄り添える支援体制の充実を

図る。 

 

４ 学校と地域の連携による家庭教育支援の展開 

在学する全ての保護者に届くデジタル学校便りを活用し、家庭教育支援チーム等の家庭

教育支援情報を提供したり、保護者のニーズを収集したりするモデル校の取組みについて検

証する。 

また、その成果を圏域や県内に紹介し、学校と地域の連携による家庭教育支援を展開し

ていく。 
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Ⅳ 令和６年度の取組みについて  

１ 親としての学びを支援する学習の機会の提供【条例第 11 条】 

＜事業概要＞ 

 家庭教育プログラムの活用方法を周知するため、家庭教育学級リーダー研修会を実施す

る。また、各学校や幼稚園、保育施設でプログラムを利用した様子を取材し、広報する。 
＜令和６年度実績＞ 

・家庭教育支援者に向けた通信等にプログラムを掲載しているホームページのＵＲＬやＱ

Ｒコードを掲載し、プログラムへのアクセスの利便性の向上を図った。 

・家庭教育推進専門職が家庭教育学級を取材し、家庭教育支援者に向けた通信で広報した。 

・家庭教育学級リーダー研修会に、1,535 名の参加があった。 

 

＜事業概要＞ 

 多くの保護者が家庭教育学級に参加できるように、各学校や幼稚園、保育施設で行われ

る家庭教育学級の講座に在宅取組型を取り入れることを啓発する。 
＜令和６年度実績＞ 

・在宅取組型家庭教育学級を公立小学校において延べ 902 件、公立中学校において 339 件

の実施があった。 

 

＜事業概要＞ 

 いつでもどこでも家庭教育について学べるように、動画コンテンツの利用を推進し、動

画の効果的な活用方法等を啓発する。既存の動画コンテンツのブラッシュアップを図る。 
＜令和６年度実績＞ 

・通信やチラシに動画のＱＲコードを掲載し、活用を促した。 

事     業     名 ① 家庭教育プログラムの普及 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 0 千円 

事     業     名 ② 在宅取組型の家庭教育学級の普及 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 0 千円 

事     業     名 ③ 家庭教育動画コンテンツの普及 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 880 千円 
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・動画等のアクセスの利便性向上のため特設サイト「みんなで家庭教育」を開設し、既存

の動画を３本ブラッシュアップした。 

 

＜事業概要＞ 

 若者が巻き込まれやすい消費者トラブルや相談窓口を周知・啓発するカレンダーを、高

校生参加型で作成する。学校を通じて高等学校及び特別支援学校高等部３年生に配布し、

学校における消費者教育を補完するとともに、各家庭で利用してもらうことにより、家庭

における消費者教育の支援を促進する。 

＜令和６年度実績＞ 

・高校生参加型で、若者が巻き込まれやすい消費者トラブル（エステ、サクラサイト、定

期購入、ゲーム課金、霊感商法、不当請求）や相談窓口を紹介したカレンダーを作成し、

19,500 部配布した。 

 

＜事業概要＞ 

 中学校、高等学校等に弁護士等法律の専門家を派遣し、生徒又は保護者を対象に、若者

に多い消費者トラブル事例や対処法などを学ぶ消費生活出前講座を開催する。 
＜令和６年度実績＞ 

・消費生活出前講座を中学校７校、高等学校 12校、特別支援学校５校で開催した。 

 

＜事業概要＞ 

 家庭においても環境学習を実施できるよう、環境学習ポータルサイトの運用を継続する。

また、同サイトを充実させるためのコンテンツを作成する。 

＜令和６年度実績＞ 

・「ぎふ環境学習ポータルサイト」内に開設されているクイズ形式で学ぶウェブコンテンツ

「ぎふ環境エコ検定」の改修をするとともに、中学生以上を対象とした環境教育動画を

事     業     名 ④ 高校生向け啓発カレンダー制作事業 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 728 千円 

事     業     名 ⑤ 弁護士等法律の専門家による消費生活出前講座 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 438 千円 

事     業     名 ⑥ 環境学習ポータルサイト 

担     当     課 環境エネルギー生活部 環境生活政策課 
令和６年度事業費 4,127 千円 
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５本作成し、ポータルサイトに掲載した。 

 

＜事業概要＞ 

 自然体験や保全活動を通じて、環境問題を親子で考え、環境にやさしい行動を学ぶこと

を目的に、小中学生、保護者を対象としたツアーを実施する。 

＜令和６年度実績＞ 

・15コースを催行し、319 名が参加した。 

 

＜事業概要＞ 

 心身の健康増進と豊かな人間形成の実現のため、食の重要性を理解し、健康な食を実践

できるよう、バランスのよい食事や家族と一緒に食事をする「共食」の重要性などについ

ての講座を実施する。 
＜令和６年度実績＞ 

・食育出前講座を各保健所、保健医療課で 11 回実施し、314 人が参加した。 

・企業・職場給食と協働した食育の普及、食堂での食育展示や健康教育を 35 社で実施し、

4,052 人が参加した。 

 

＜事業概要＞ 

 将来の介護分野の人材確保に向けた取組みとして、福祉の仕事のやりがいや魅力を知っ

てもらうことを目的に、県内の小学生高学年・中学生とその保護者、及び教員を対象に「福

祉の職場体験バスツアー」を開催する。 
＜令和６年度実績＞ 

・福祉の職場を見学するバスツアーを４日（回）実施し、37 組 79 名が参加した。 

 

事     業     名 ⑦ 「脱炭素社会ぎふ」を支える人づくりツアー 

担     当     課 環境エネルギー生活部 環境生活政策課 
令和６年度事業費 7,852 千円 

事     業     名 ⑧ 食育推進連携事業（食育出前講座、企業・職場給食と協働した

食育の普及）  

担     当     課 健康福祉部 保健医療課 
令和６年度事業費 1,057 千円  

事     業     名 ⑨ 親子職場体験バスツアー 

担     当     課 健康福祉部 高齢福祉課 
令和６年度事業費 1,629 千円 
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＜事業概要＞ 

 将来の介護分野の人材確保に向けた取組みとして、小中学生をはじめ様々な年齢層を対

象に、福祉・介護の世界や仕事について体験し、やりがいや魅力を感じてもらうことを目

的に福祉の仕事体験を実施する。 
＜令和６年度実績＞ 

ショッピングモールを訪れる多様な方々に向け、福祉の仕事の魅力を発信するため、福

祉の仕事体験型イベントを開催した。 

・カラフルタウン岐阜で実施し、391 名が参加した。 

 

＜事業概要＞ 

ウェブブック型父子手帳を作成し、普及啓発を行う。 
＜令和６年度実績＞ 

・父親の育児参画を促進し、母親の育児負担や不安を軽減するため、ウェブブック型父子

手帳を作成し、県ホームページに掲載した。 

 

＜事業概要＞ 

 男性が主体的に家事、育児、介護等に参画できる環境づくりを推進するための講座を実

施する。 
＜令和６年度実績＞ 

・イクメン・家事メン養成講座を１回実施し、26名が参加した。 

 

 

事     業     名 ⑩ 福祉のお仕事体験フェスタ 

担     当     課 健康福祉部 高齢福祉課 
令和６年度事業費 1,395 千円 

事     業     名 ⑪ 父親の子育て参画促進事業 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 854 千円 

事     業     名 ⑫ イクメン・イクボス拡大事業（イクメン・家事メン） 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 522 千円 

事     業     名 ⑬ 建設業界等と連携した人材育成・獲得プロジェクト事業 

担     当     課 商工労働部 労働雇用課 
令和６年度事業費 408 千円 
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＜事業概要＞ 

 国際たくみアカデミーが建設業界等関係団体と協力し、親子でものづくりを体験する「親

子しごと体験教室」を実施する。 
＜令和６年度実績＞ 

・小学３年生から中学３年生までの親子 152 名が参加した。 

 

＜事業概要＞ 

 子育て世代とその子どもを対象に、親子一緒に参加し体験することのできる催しを実施

し、子育て世代の図書館利用を促す。 
＜令和６年度実績＞ 

・「お父さんお母さんのための読み聞かせ講座」、「図書館探検＆新聞記者になろう」、「スト

ーリーテリングのお話し会」、「ボードゲームで遊ぼう」の内容で開催し、延べ 73 人が参

加した。 

 

以下記載事業の事業費、事業概要及び実績は、最もあてはまる条文欄に記載してあります。 

 

 

事     業     名 ⑭ 子育て世代・子育て支援関係者への支援 

担     当     課 観光文化スポーツ部 文化伝承課 
令和６年度事業費 26 千円 

事     業     名 ⑮ 家庭教育支援推進事業 

＊「４  保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

③」（P.21）に記載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ⑯ 女性健康支援センター事業  

＊「５  相談体制の整備等⑤」（P.32）に記載 

担     当     課 子ども・女性部 子育て支援課 

事     業     名 ⑰ 地域の魅力再発見食育推進事業 

＊「４  保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

⑪」（P.24）に記載 

担     当     課 農政部 農産物流通課 
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２ 親になるための学びの推進【条例第 12 条】 

＜事業概要＞ 

 妊娠期の親を対象とした、親としての学び（家庭の役割や、子育ての意義、子育ての知

識等）を啓発するチラシを配布する。 
＜令和６年度実績＞ 

・啓発するチラシを 127,000 部配架し、母子手帳配布時に配布できるようにした。 

 

＜事業概要＞ 

 心身の健康増進と豊かな人間形成の実現のため、若い世代に対して適正体重の維持や朝

食を毎日食べるなど望ましい生活習慣の確立等を大学と協働して推進する。 

＜令和６年度実績＞ 
大学生、専門学校生を対象とした食育講座や大学祭等を活用した食育展示を実施した。 

・各保健所 10 校 581 人参加 

・高校生食生活等実態調査結果をもとに、岐阜バス内にポスター掲示・デジタルサイネ 

ージ放映による啓発を１か月間実施した。 

 

＜事業概要＞ 

 小・中学生・高校生に、就学、就業、結婚、出産、育児などの人生設計を考える機会を

提供するため、県教育委員会と連携して、ライフデザインに関する啓発を実施する。 
＜令和６年度実績＞ 

・ライフデザインを考えるための啓発冊子を作成し、高校生版20,000冊、中学生版20,500

冊を配布した。 

・小学校、中学校、高等学校でのライフデザイン講座を７回開催した。 

 

 

事     業     名 ① 岐阜県家庭の教育力向上事業（妊娠期の家庭教育啓発） 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 135 千円 

事     業     名 ② 食育推進連携事業（大学と協働した食育事業） 

担     当     課 健康福祉部 保健医療課 
令和６年度事業費 1,343 千円 

事     業     名 ③ ライフデザインを考える啓発プロジェクト事業 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 2,855 千円 
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＜事業概要＞ 

若い世代に、就業、結婚、出産・育児などの人生設計について考える機会を提供するた

め、大学、企業等に講師を派遣し、ライフデザイン講座を開催する。 
＜令和６年度実績＞ 

・大学・企業等でのライフデザイン講座を８回実施した。 

 

＜事業概要＞ 

若い世代に、乳幼児の子育て中の家庭を訪問し、体験談を聞く機会を提供することで、

結婚や子育てに対する前向きな意欲の醸成や不安意識の解消を図る。 
＜令和６年度実績＞ 

家庭留学として、直接家庭に訪問する形式とオンラインで体験談を聞く形式で実施した。 

・実施回数７回、受入れ家庭登録数 10 組 

事     業     名 ④ 若い世代へのライフデザイン啓発 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 結婚支援事業費の一部 

事     業     名 ⑤ 子育て体験による若者のライフデザイン形成支援事業 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 1,031 千円 
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以下記載事業の事業費、事業概要及び実績は、最もあてはまる条文欄に記載してあります。 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

事     業     名 ⑥ 家庭教育プログラムの普及  

＊「１  親としての学びを支援する学習の機会の提供①」 

（P.８）に記載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ⑦ 高校生向け啓発カレンダー制作事業 

＊「１  親としての学びを支援する学習の機会の提供④」 

（P.９）に記載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ⑧ 弁護士等法律の専門家による消費生活出前講座  

＊「１  親としての学びを支援する学習の機会の提供⑤」 

（P.９）に記載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ⑨ 女性健康支援センター事業 

＊「５ 相談体制の整備⑤」（P.32）に記載 

担     当     課 子ども・女性部 子育て支援課 

事     業     名 ⑩ 父親の子育て参画促進事業  

＊「１  親としての学びを支援する学習の機会の提供⑪」 

（P.11）に記載 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 

事     業     名 ⑪ イクメン・イクボス拡大事業（イクメン・家事メン） 

＊「１  親としての学びを支援する学習の機会の提供⑫」 

（P.11）に記載 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 

事     業     名 ⑫ 地域の魅力再発見食育推進事業 

＊「４  保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

⑪」（P.24）に記載 

担     当     課 農政部 農産物流通課 
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事     業     名 ⑬ 岐阜県道徳教育振興会議  

＊「４  保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

⑫」（P.24）に記載 

担     当     課 教育委員会 義務教育課 

事     業     名 ⑭ 幼児教育総合推進事業 

＊「４  保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

⑬」（P.25）に記載 

担     当     課 教育委員会 義務教育課 

事     業     名 ⑮ ＧＩＦＵ食のマイスタープロジェクト事業 

＊「４  保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

⑭」（P.25）に記載 

担     当     課 教育委員会 体育健康課 
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３ 人材の養成等【条例第 13 条】 

＜事業概要＞ 

各園、各学校等で行われる家庭教育学級を推進する人材を養成することを目的に、県内

６地区で研修会を実施する。 

＜令和６年度実績＞ 

・これまでのオンライン開催から参集型が増え、1,566 人の保護者が参加した。 

 

＜事業概要＞ 

様々な事情を抱えた保護者等に寄り添ったきめ細かな家庭教育支援が地域において行え

るよう、市町村の家庭教育支援活動の企画・運営、関係機関・団体との連携等を担う中核

的人材の育成を支援することを目的とした研修会を開催する。 
＜令和６年度実績＞ 

・オンライン研修を１回実施し、21 市町村の家庭教育支援関係者や教職員、保護者が参加

した。 

 

＜事業概要＞ 

 心身の健康増進と豊かな人間形成の実現のため、地域の食育活動実践者である食育推進

ボランティア等を対象に、食と健康に関する正しい知識の習得と、日常生活の中で食育に

取り組むことができるよう研修会を開催する。 
＜令和６年度実績＞ 

・食育ボランティア研修会を 12 回開催し、351 人が参加した。 

 

事     業     名 ① 岐阜県家庭の教育力向上事業（家庭教育学級リーダー研修会） 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 3,257 千円の一部 

事     業     名 ② 岐阜県家庭の教育力向上事業 

（家庭教育支援員養成・スキルアップ研修会） 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 3,257 千円の一部 

事     業     名 ③ 食育推進連携事業（食育ボランティア研修会） 

担     当     課 健康福祉部  保健医療課 

令和６年度事業費 151 千円 

事     業     名 ④ ペアレント・トレーニング指導者養成研修事業 

担     当     課 健康福祉部 障害福祉課 
令和６年度事業費 217 千円 
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＜事業概要＞ 

発達障がいやその疑いのある子どもの保護者や養育者が、子どもの行動を観察してその

特性を理解し、適切な対応をするための知識や方法を学ぶ「ペアレント・トレーニング」

を身近な地域で実施できるよう、指導者の養成研修を実施した。 
＜令和６年度実績＞ 

・指導者養成研修を開催し、35 名が修了した。 

 

＜事業概要＞ 

 青少年の育成指導の役割を担う青少年育成支援者・ＰＴＡ役員等が、身近な地域で勉強

会の企画や家庭へのアドバイスができるよう、依頼に応じて、指導者用教材を活用した出

前講座を実施する。 

＜令和６年度実績＞ 

・出前講座を３回実施した。 

 

＜事業概要＞ 

  地域の身近な相談機関である市町村職員等が、虐待リスクのある保護者に対し適切な援

助・指導ができるようにするため、家庭支援技術の向上を目指した研修会を開催する。 
＜令和６年度実績＞ 

・アドボケイト研修会を２月の１か月間 YouTube 配信で開催した。 

 

 

＜事業概要＞ 

（１）職場環境改善に向け、経営者の意識改革を目的とした講座及び岐阜県ワーク・ライ

フ・バランス推進エクセレント企業経営者等を講師とした学習会を開催する。 
（２）企業が開催する女性の活躍推進や男性の家事育児参画促進を目的とした研修に講師

を派遣する。 

事     業     名 ⑤ 地域における情報モラル指導力の向上 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 
令和６年度事業費 0 千円 

事     業     名 ⑥ 児童虐待防止対策等事業 

担     当     課 子ども・女性部 子ども家庭課 
令和６年度事業費 181 千円 

事     業     名 ⑦ イクメン・イクボス拡大促進事業（イクボス） 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 

令和６年度事業費 3,377 千円 
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＜令和６年度実績＞ 

職場環境改善に向け、経営者の意識改革を目的とした講座等をアーカイブ形式で配信し

たほか、企業が開催する女性の活躍推進や男性の家事育児参加促進を目的とした研修に講

師を派遣した。 

・オンデマンド配信によるイクボス養成講座・学習会に 73件の申込みがあった。 

・企業（団体等）内研修を８社で実施し、111 名が参加した。 

 

＜事業概要＞ 

（１）男女共同参画推進サポーターが、自らの活動を地域で発信するために必要なスキル 
を学ぶための講座を開催。 

（２）サポーター間での情報共有を図り、各団体の活動の一助とするための交流会を開催。 
＜令和６年度実績＞ 

・スキルアップ講座を全２回開催し、延べ 141 名が参加した。 

・サポーターの交流会を１回開催し、13 名が参加した。 

 

 

＜事業概要＞ 

 生徒が防災に関する知識や技術を身に付け、災害時に自らの命を守り抜くための防災や

減災のアクションプランを立て、生徒の様々な学習活動に位置付けて実施する。また学校

や地域の防災力向上に貢献できる防災リーダーの育成を図る。 
＜令和６年度実績＞ 

・高等学校、特別支援学校で、防災・減災に係る取組みを計画・実施した。 

・実施報告書を基に優れた取組みを実施した４校を選び表彰した。 

事     業     名 ⑧ 男女共同参画推進サポーター支援事業 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 173 千円 

事     業     名 ⑨ 高校生防災アクション 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 0 千円 
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以下記載事業の事業費、事業概要及び実績は、最もあてはまる条文欄に記載してあります。 

 

 

 

事     業     名 ⑩ 家庭教育支援推進事業 

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進 

③」（P.21）に記載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ⑪ 女性健康支援センター事業 

＊「５ 相談体制の整備⑤」（P.32）に記載 

担     当     課 子ども・女性部 子育て支援課 

事     業     名 ⑫ 地域の魅力再発見食育推進事業 

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進 

⑪」（P.24）に記載 

担     当     課 農政部 農産物流通課 
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４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進 
【条例第 14 条】 

＜事業概要＞ 

地域社会全体で子育てを推進するために、企業・事業所と連携して、従業員や管理職等、

幅広い層を対象にした企業内家庭教育研修を支援する。 

＜令和６年度実績＞ 

・企業内家庭教育研修が、28企業・事業所で開催され、延べ 1,018 人が参加した。 

・企業のニーズに応じて研修会のコーディネートを行ったり、県事務所や関係機関の講師

を派遣したりした。 

・実施企業が家庭教育に理解のある企業であることをホームページや家庭教育支援者に向

けた通信等で広報した。 

 

＜事業概要＞ 

県庁及び５県事務所に家庭教育推進専門職を設置し、家庭教育支援体制の充実、家庭教

育支援の気運醸成を図る。 

＜令和６年度実績＞ 

・家庭教育リーダー研修会、地区家庭教育推進会議の運営 

・企業内家庭教育研修の支援 

・市町村の家庭教育支援への指導・助言 

・家庭教育応援通信の発行と家庭教育動画コンテンツの広報、啓発 

・「話そう！語ろう！わが家の約束」運動の啓発 

 

＜事業概要＞ 

 「家庭教育支援推進事業費補助金」により家庭教育支援員等の配置や家庭教育支援チー

ムの組織化を行い、保護者に対する学習機会の情報の提供、相談対応等の取組みを実施し

ている市町村に対し財政的支援を行う。 

事     業     名 ① 岐阜県家庭の教育力向上事業（企業内家庭教育研修） 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 3,257 千円の一部 

事     業     名 ② 家庭教育推進専門職の設置 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 21,045 千円 

事     業     名 ③ 家庭教育支援推進事業 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 5,866 千円の一部 
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＜令和６年度実績＞ 

・令和６年度は８市町に対し、補助を行った。 

 

＜事業概要＞ 

 家庭教育支援市町村連携会議を開催し、先進事例の共有及び市町村の現状や課題につい

ての情報交換を行う。また、市町村の家庭教育支援体制や家庭教育支援施策の実践事例に

ついてのメールマガジンを各市町村家庭教育担当課及び担当者宛てに送付し、先進的な取

組みを県内に広めることで、市町村の支援体制の充実を図る。 

＜令和６年度実績＞ 

・オンライン開催し、全 42 市町村から家庭教育支援担当者等が出席した。 

・メールマガジンを配信し、市町村担当者に各市町村の具体的な実践事例を紹介するなど、

先進的取組みの広がりを図った。 

 

＜事業概要＞ 

学校でどのような人権教育がなされているかを理解することで、家庭や地域において、

人権尊重の重要性、必要性について理解を深め、豊かな人権感覚を身に付けることを目的

として、小学校・中学校の教科書で取り上げられている人権に関する記述をリーフレット

としてまとめ、保護者等に配布する。 
＜令和６年度実績＞ 

・リーフレットを 43,000 部作成し、配布した。 

 

 

＜事業概要＞ 

 県民自ら食育を実践できるよう、関係機関・団体により食育の推進に関する事項につい

て情報交換や協議を行い、効果的な施策の推進及び関係機関や団体との連携強化を図る。 

事     業     名 ④ 岐阜県家庭の教育力向上事業 

 （地域における家庭教育支援体制の構築） 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 3,257 千円の一部 

事     業     名 ⑤ 社会人権学習資料「家庭ではぐくむ生き合う力」の作成 

担     当     課 環境エネルギー生活部 人権施策推進課 
令和６年度事業費 873 千円 

事     業     名 ⑥ 食育推進連携事業（食育推進体制整備） 

担     当     課 健康福祉部 保健医療課 
令和６年度事業費 473 千円の一部 
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＜令和６年度実績＞ 

・岐阜県食育推進会議を１回開催した。 

・岐阜県食育推進連絡会議を１回開催した。 

・圏域食育推進会議を５回開催した。 

・圏域青年期層食育会議を５回開催した。 

 

＜事業概要＞ 

祖父母世代が知っておくべき今どきの育児方法をまとめた「孫育てガイドブック」を作

成・配布する。 

＜令和６年度実績＞ 

・「孫育てガイドブック」を祖父母世代中心に、1,670 冊を配布した。 

・老人クラブと連携した高齢者向け子育て支援講座で活用した。 

 

＜事業概要＞ 

学習支援や子どもの居場所づくりを推進するため、学習支援ボランティアのマッチング

や子どもの居場所を新たに始めようとする方などを対象にアドバイザーの派遣を実施。 
＜令和６年度実績＞ 

・ボランティアマッチング数 29 人 

・アドバイザー派遣団体数  12 団体 

 

＜事業概要＞ 

（１）ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録拡大に取り組む。 
（２）エクセレント企業認定数の拡大を推進するとともに、学習会や専門家による相談対

応等を通して既認定企業の更なるブラッシュアップを支援する。 
＜令和６年度実績＞ 

・「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業」の年度末登録数が、2,521 社となった。 

事     業     名 ⑦ 孫育てガイドブックの作成・配布 

担     当     課 子ども・女性部 子育て支援課 
令和６年度事業費 1,779 千円 

事     業     名 ⑧ 子どもの居場所づくりへの支援 

担     当     課 子ども・女性部 子ども家庭課 
令和６年度事業費 1,000 千円の一部 

事     業     名 ⑨ ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業拡大促進 
担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 14,554 千円 
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・「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」の年度末認定数が、210 社と

なった。 

 

＜事業概要＞ 

子どもが親の職場を見学し、仕事内容を知ることで、親子で仕事と家庭のあり方を考え

るきっかけを提供する「子ども参観日」の実施拡大を促進する。 
＜令和６年度実績＞ 

・子ども参観日の開催を、岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録の登録項目及び

岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業の認定指標に取り入れ、企業に

おける子ども参観日の実施の促進を図った。子ども参観日が 676 社で実施された。 

 

＜事業概要＞ 

 地域で実施される食育推進事業（農林漁業体験や食文化継承のための取組み、食育推進・

食文化継承リーダーの育成・活動促進など）を支援し、食や農畜水産物に対する理解を深

める場を提供する。 
＜令和６年度実績＞ 

２団体での活動を支援した。 

・岐阜市：食生活改善推進委員養成講座の開催、食生活改善推進委員勉強会の開催、高

校生や幼児に対する調理体験を実施した。 

・民間団体：一般市民に対する農林漁業体験を実施した。（大豆栽培、収穫、味噌づくり） 

 

＜事業概要＞ 

学校教育関係者のみならず、地域社会の各界各層から道徳教育に関して幅広く意見を聴

取し、これを今後の学校における道徳教育に反映させるとともに、道徳教育の充実・振興

に向けて県民全体で取り組む気運を醸成する。 
 

事     業     名 ⑩ 子ども参観日の開催促進 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 0 千円 

事     業     名 ⑪ 地域の魅力再発見食育推進事業 

担     当     課 農政部 農産物流通課 
令和６年度事業費 438 千円 

事     業     名 ⑫ 岐阜県道徳教育振興会議 

担     当     課 教育委員会 義務教育課 
令和６年度事業費 410 千円 
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＜令和６年度実績＞ 

岐阜県道徳教育振興会議を年２回開催した。 

〔主な取組み〕 

・「誰かとつながるボランティア運動（１家庭１ボランティア運動）」を県民運動とし

て展開し、家庭・地域社会における豊かな心を育む取組みの普及啓発をした。 

・「誰かとつながるボランティア運動（１家庭１ボランティア）」チャレンジカードを

配布し、学校・家庭・地域社会が連携を図りつつ、道徳教育の充実を図る取組事例

を収集し、道徳教育啓発資料として学校や公民館等に紹介した。 

・岐阜県道徳教育振興会議実践協力校を位置付け、様々な教育課題に対応し、学校・

家庭・地域社会の連携により道徳教育の一層の充実を図った。 

小学校：飛騨地区 下呂市立下呂小学校 

高等学校：岐阜地区 県立岐阜城北高等学校 

 

＜事業概要＞ 

「岐阜県幼児教育アクションプラン【改訂版】」（令和４年３月改訂）において、重点的

に取り組む内容（つなぐ・高める・支える）のうち「支える」を取り上げ、多様な幼児へ

の支援の充実、家庭教育・子育て支援体制の整備を掲げ、実践や成果の普及を図る。 

＜令和６年度実績＞ 

・幼児教育推進会議の開催（年４回） 

〔主な取組み〕「岐阜県幼児教育アクションプラン【改訂版】」の検証を進めた。 

県民生活課と連携し、各園・小学校の実践状況を把握した。 

・公私立共同研究の支援 

〔指定園数〕公立２園（本巣市立糸貫西幼児園、土岐市立駄知小学校附属幼稚園） 

私立２園（かわい幼稚園、まどか幼稚園） 

〔主な取組み〕指定園を指定し、「つなぐ・高める・支える」幼児教育の推進に資する研

究を支援した。 

 

 

 

事     業     名 ⑬ 幼児教育総合推進事業 

担     当     課 教育委員会 義務教育課 
令和６年度事業費 898 千円 

事     業     名 ⑭ ＧＩＦＵ食のマイスタープロジェクト事業 

担     当     課 教育委員会 体育健康課 
令和６年度事業費 1,300 千円 
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＜事業概要＞ 

・小学校６年生「家庭の食育マイスター」 

  県内全６年生に委嘱し、学校で学んだ食育を家庭で実践することにより、児童を中心

とした家庭内の食育を推進する。 

・小学校４年生「食のプロフェッショナル・味覚の授業」 

 県内の一流シェフ等による出前授業により、五感を使って味わうことの楽しさや大切

さを学ぶ。 

・中学生「中学生学校給食選手権」 

学校給食の献立作成を通して栄養バランスのよい食事の考え方や調理方法を学び、 

実践力を育成する。 

・高校生「高校生食育リーダー」 

外部の食の専門家を希望する高校へ派遣し、ライフスタイルに応じた食生活を切り拓

く力を育成する。 

＜令和６年度実績＞ 

・「食のプロフェッショナル・味覚の授業」を 10小学校で実施した。 

・「家庭の食育マイスター」を 17,171 人に委嘱した。（委嘱式代表校 瑞浪市立土岐小学校・

恵那特別支援学校） 

・中学生学校給食選手権を実施した。（参加校 36校） 

・高校生食育リーダーを育成した。（派遣校 12校 15 講座開催） 

 

＜事業概要＞ 

 県内６地区で行われる年２回（合計 12回）の生徒指導連携強化委員会でいじめの未然防

止を啓発する。特に、「あったかい言葉かけ運動」「居場所と絆づくり交流会」「安心ネット

啓発運動」の３つの共通の取組みを通して、「いじめをしない!させない!許さない!」を合

い言葉として、思いやりのある温かい人間関係づくりを地域ぐるみで推進する。 

＜令和６年度実績＞ 

・「あったかい言葉かけ運動」に係る作品の募集をし、70,050 件の作品が集まった。 

・県内の学校へチラシ、ポスター等の配付をした。 

・各地区で行われる年２回（合計 12 回）の生徒指導連携強化委員会は、地域の実情に応じ

て対面、ハイブリッド等、様々な形で開催した。 

・小学生・中学生・高校生と大人による「居場所と絆づくり交流会」は、対面、ハイブリ

ッドで実施した。 

 

事     業     名 ⑮「あったかい言葉かけ県民運動」の推進 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 633 千円 
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＜事業概要＞ 

いじめや不登校の問題に対処することを目的として、「いじめ未然防止・不登校等児童生

徒支援アドバイザー」を県内の公立学校に派遣し、自己肯定感及び自己有用感を高めるた

めの取組みや、「授業づくり」「集団づくり」を核とした取組みを通して、いじめや暴力行

為等、問題行動の未然防止及び不登校児童生徒への支援を図る。 
＜令和６年度実績＞ 

・県内小中学校 22 校、県立学校 11校にアドバイザーを派遣するとともに、該当校において

「魅力ある学校づくり」を実践することによって不登校やいじめの未然防止を推進した。 

・児童生徒の暴力行為、不登校、交通事故、ネット問題などが心配される公立学校に対し、

事案を予防するために外部の専門家を派遣し、講演会や研修会などを開催した。 

 

＜事業概要＞ 

学校種・地域の特性に応じた地域全体での学校安全推進体制の構築を図るため、セーフ

ティプロモーションスクール等の先進事例を参考にしながら組織的取組みと外部専門家の

活用を進めるとともに、各自治体内での国私立を含む学校間の連携を促進する取組みを支

援する。 

＜令和６年度実績＞ 

・飛騨市をモデル地域として、学識経験者や地域で活躍する防災士、行政との連携・協力

を図りながら、小・中・高等学校、特別支援学校の児童生徒を対象とした防災に係る事

業を軸として安全教育を展開した。 
 

 

＜事業概要＞  

（１）講師派遣事業：学校に派遣された外部講師が、防災や防犯、交通安全の各分野に

ついて、自分の命を自分で守るための方策等を指導・助言する。 

事     業     名 ⑯ いじめ未然防止・不登校等児童生徒支援事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 1,487 千円 

事     業     名 ⑰ 学校安全総合支援事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 1,120 千円 

事     業     名 ⑱ 学校安全支援事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 1,049 千円 
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（２）学校安全講習会：専門家による講話、国からの周知事項、各校の先進的取組みの紹

介をする。 
（３）職 員 研 修 ：災害時における支援や避難所運営などに興味関心がある職員に対

し、専門知識や実践的な対応能力の育成を図る。 
＜令和６年度実績＞ 
・災害安全及び交通安全に関する出前講座の講師や、命を守る訓練の指導等のため防災士

等の外部専門家を指導者として県内公立学校延べ 140 校に派遣した。 

・管理職（教頭）又は防災担当者を対象に学校安全について講習会を実施。特に各学校に

て作成をしている危機管理マニュアルについて重点的に研修を行った。 

・防災や避難所運営等に関する専門的な知識や実践的な対応能力を備える職員向け研修

（ＤＩＧ，ＨＵＧ）等を、オンラインで実施した。 

 

＜事業概要＞ 

 県内全ての公立幼・小・中・義・高・特別支援学校において、学校・地域等の実情に応

じて、より実践的な命を守る訓練や、災害・防災に関する学習、危機管理マニュアルの検

証等を行い、児童生徒等、教職員の防災意識の高揚と防災教育の推進・充実を図る月間と

する。 
＜令和６年度実績＞ 

・令和６年９月１日（日）～９月 30 日（月）に実施した。 

 

＜事業概要＞ 

・学校や教育委員会と連携した、児童・生徒への情報モラル講話を実施する。 

・児童生徒のインターネット利用を適切に把握、監督する立場にある保護者に対して、進

学・進級時の保護者説明会等の各種学校行事等を有効に活用し、児童の犯罪被害や非行

を防止するための対策等について啓発活動を実施する。 

・大学生ボランティアを活用した産官学連携による情報モラル教育を実施する。 

＜令和６年度実績＞ 

 ・児童生徒に対しスマートフォン等の安全利用を教える情報モラル教室を開催した。 

・保護者等に対しフィルタリングや家庭内のルール作りの重要性を訴える講話を実施した。 

事     業     名 ⑲ 防災教育月間 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 0 千円 

事     業     名 ⑳ スマートフォン等の普及を踏まえた児童の犯罪被害等を防 

止するための情報モラル教室 

担     当     課 警察本部 少年課 
令和６年度事業費 400 千円 
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・大学生ボランティアの協力による、情報モラルリーフレットを作成・配布した。 

・通信制高校等の生徒に対し、闇バイト防止講話を実施した。 

・少年鑑別所と連携し、入所する少年に対する闇バイト防止広報を実施した。 

 

＜事業概要＞ 

スクールサポーター兼地域安全活動アドバイザーを本部及び県下 20警察署に配置し、子

どもの安全、安心の確保と非行防止、健全育成に向けた活動を推進する。 

＜令和６年度実績＞ 

警察官ＯＢを本部(１人)及び県下 20 警察署(各１名)に、岐阜県警察スクールサポーター

兼地域安全活動アドバイザーとして配置し、以下の取組みを行った。 

・通学路のパトロールや学校施設の安全点検 

・校内暴力、非行防止のための学校訪問、助言指導 

・非行防止教室や不審者侵入訓練等犯罪被害防止教室の支援 

・不審者情報等地域安全情報の把握及び関係機関等への提供 

 

＜事業概要＞ 

  少年補導員(一部少年指導委員を兼務)を委嘱して、警察署と連携した非行・被害防止の

地域ぐるみの活動や、少年の立ち直りに向けた少年の居場所づくり活動等を推進する。 
＜令和６年度実績＞ 

・少年補導員 739 人（少年指導委員兼務 79人）を委嘱して、各警察署と連携したスポーツ

活動等を実施するなど、少年の立ち直り支援に向け、活動機会の提供及び居場所づくり

活動を実施した。 

事     業     名 ㉑ 岐阜県警察スクールサポーター制度 

担     当     課 警察本部 少年課 
令和６年度事業費 87,041 千円 

事     業     名 ㉒ 少年警察ボランティアによる少年の活動機会の提供と居場

所づくりの推進 

担     当     課 警察本部 少年課 
令和６年度事業費 4,056 千円 
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以下記載事業の事業費、事業概要及び実績は、最もあてはまる条文欄に記載してあります。 

 

 

 

 

 

 

事     業     名 ㉓ 岐阜県家庭の教育力向上事業（家庭教育支援員養成・スキル

アップ研修会） 

＊「３ 人材の養成等②」（P.17）に掲載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ㉔ 高校生向け啓発カレンダー制作事業 

＊「１ 親としての学びを支援する学習の機会の提供④」 

（P.９）に掲載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ㉕ 弁護士等法律の専門家による消費生活出前講座  

＊「１  親としての学びを支援する学習の機会の提供⑤」 

（P.９）に記載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ㉖ 家庭の日啓発図画・ポスターの募集 

＊「８ 家庭教育を実践する日③」（P.50）に掲載 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 

事     業     名 ㉗ 家庭の日の取組発表 

＊「８ 家庭教育を実践する日④」(P.51)に掲載 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 

事     業     名 ㉘ （公社）岐阜県青少年育成県民会議の活動支援 

＊「７ 団体活動の促進②」(P.48)に掲載 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 

事     業     名 ㉙ 女性健康支援センター事業 

＊「５ 相談体制の整備等⑤」（P.32）に掲載 

担     当     課 子ども・女性部 子育て支援課 
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５ 相談体制の整備等【条例第 15 条】 

＜事業概要＞ 

 インターネット・スマートフォンの普及によるワンクリック詐欺・架空請求詐欺や、高

齢者等が巻き込まれやすい悪質商法トラブルなど、契約商品・サービスに関する消費生活

上のトラブルに対する相談を受け付け、消費生活相談員が解決に向けたアドバイスを行う。 
＜令和６年度実績＞ 

消費生活相談を実施した。 

開設日：月曜日から金曜日 ８時 30 分から 17 時まで  土曜日 ９時から 17時まで 

     年末年始および祝日を除く 

相談受付件数：5,467 件 

 

＜事業概要＞ 

 行政に関する相談や、日常生活の悩み事・困り事等、県民相談全般に関する電話・来訪

等の相談のうち、法律的に複雑で専門家によるアドバイスが必要な事案について、事前申

込制による「法律相談の日」を設置し、県弁護士会所属の弁護士が面談を実施する。 
＜令和６年度実績＞ 

法律相談事業を実施した。 

開催回数：毎月第１・３水曜日 

相談件数：146 件 

 

＜事業概要＞ 

こころの健康に関する問題について、専門相談員が相談に対応する。 
＜令和６年度実績＞ 

「こころのダイヤル１１９」で専門相談員が相談対応した。 

事     業     名 ① 消費生活相談 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 1,259 千円 

事     業     名 ② 法律相談事業 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 634 千円 

事     業     名 ③ こころのダイヤル１１９ 

担     当     課 健康福祉部 保健医療課 
令和６年度事業費 3,740 千円 
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開設日：平日（祝日・年末年始を除く）10時～12 時・13 時～16 時 

年間相談受付 2,459 件 

 

＜事業概要＞ 

 いじめ、不登校、友人・親子関係等の様々な悩みを持つ青少年やその保護者等に対し、

「フリーダイヤル・365 日・24 時間体制」で相談を受け付ける。 

 

＜令和６年度実績＞ 

・「フリーダイヤル・365 日・24 時間体制」で 1,497 件の相談を受け付けた。 

 

＜事業概要＞ 

生涯を通じて、女性が自らの健康状態を的確に把握し、自己管理できるよう相談窓口を

設置するとともに、学校と連携し健康教育を実施する。 
＜令和６年度実績＞ 

・相談窓口（各保健所）で相談を延べ 44 件受け付けた。 

・いのちの教育の出前講座（各保健所）を 10 回実施し、416 人参加した。 

 

＜事業概要＞ 

 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに

対応する児童家庭支援センターの運営費を補助する。 
＜令和６年度実績＞ 

県内５か所の児童家庭支援センターの運営費を補助した。 

・子ども家庭支援センターぎふ「はこぶね」（岐阜市） 

・大野子ども家庭支援センターこころ（大野町） 

・子ども家庭支援センターとも（関市） 

事     業     名 ④ 青少年ＳＯＳセンターの運営 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 
令和６年度事業費 18,121 千円 

事     業     名 ⑤ 女性健康支援センター事業 

担     当     課 子ども・女性部 子育て支援課 
令和６年度事業費 5,647 千円 

事     業     名 ⑥ 児童家庭支援センター運営事業 

担     当     課 子ども・女性部 子ども家庭課 
令和６年度事業費 88,906 千円 
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・子ども家庭支援センター麦の穂（中津川市） 

・ひだ子ども家庭支援センターぱすてる（高山市） 

 

＜事業概要＞ 

 ひとり親家庭等の自立をめざし、個々の家庭の状況、職業適性、就業経験等に応じ、適

切な助言を行い、就業や養育費に関する相談から就業情報の提供に至るまでの一貫した就

業・自立支援サービスを提供する。 

＜令和６年度実績＞ 

ひとり親等の家庭の状況、職業適性、就業経験等に応じ、適切な助言を行い、就業相談

の実施、ひとり親等の自立支援を行った。 

・就業相談件数：44 件 

・就業支援講習会・セミナー実施回数：43回 

 

＜事業概要＞ 

 ＳＮＳによる相談窓口を開設し、一般的な子育て相談から虐待相談まで幅広く対応する。 
受付時間 24 時間 365 日 
対応時間 平日 10 時～20 時（12/29～1/3 を除く） 

＜令和６年度実績＞ 

・ＳＮＳによる相談窓口を開設し、249 件の相談対応をした。 

 

＜事業概要＞ 

 児童相談所虐待対応ダイヤル１８９を設置し、児童虐待に関する通報や相談を 24 時間

365 日対応する。 

＜令和６年度実績＞ 

・児童相談所虐待対応ダイヤル１８９を設置し、1,015 件の相談対応をした。 

 

 

事     業     名 ⑦ ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業 

担     当     課 子ども・女性部 子ども家庭課 
令和６年度事業費 24,756 千円 

事     業     名 ⑧ 子ども相談センター ＳＮＳ相談事業 

担     当     課 子ども・女性部 子ども家庭課 
令和６年度事業費 14,484 千円 

事     業     名 ⑨ 子ども相談センター 24 時間虐待通報ダイヤル事業 

担     当     課 子ども・女性部 子ども家庭課 
令和６年度事業費 6,880 千円 
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＜事業概要＞ 

 専門相談員が電話にて、人間関係・家族関係、男性の悩み、ＬＧＢＴの方やその周囲の

方々の悩みの相談に対応する。また、弁護士やカウンセラーが面接にて、法律に関するこ

とや女性が抱える悩みの相談に対応する。 

＜令和６年度実績＞ 

専門相談員が電話にて、人間関係・家族関係、男性の悩み、ＬＧＢＴの方やその周囲の

方々の悩みの相談に対応した。 

開設日：（電話相談）  一般電話相談       毎週月～木曜日、第１･３土曜日 

             男性専門相談       第２･４金曜日 

             ＬＧＢＴ専門相談     第３金曜日 

（面接相談）  法律相談         第２･４水曜日 

             こころの相談（女性限定） 第１･３木曜日 

年間相談受付：1,028 件 

 

＜事業概要＞ 

 各地区の特別支援学校が地域の特別支援教育のセンターとして機能することにより、それぞ

れの発達段階における支援について専門的な見地から助言を行うとともに、就学前から高等学

校卒業まで一貫した支援を行い、校種間の円滑な接続ができるようにする。 
＜令和６年度実績＞ 

・医師、大学教員などの専門家や特別支援学校教員による相談指導や定期相談会を実施した。

（全県 2,224 回 3,413 人） 

・医師、大学教員、作業療法士などの専門家や特別支援学校教員を講師として、地域の学校や

幼稚園等の教員向けの公開講座を実施。（全県192回 7,449人） 

・特別支援学校教員を市町村の連携協議会等に派遣することにより、地域の特別支援教育のセ

ンターとしての機能の充実を図った。（全県 623回 3,782人） 

 

事     業     名 ⑩ 男女共同参画・女性の活躍支援センター運営事業 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 3,030 千円 

事     業     名 ⑪ 特別支援学校のセンター的機能充実事業 

担     当     課 教育委員会 特別支援教育課 
令和６年度事業費 3,795 千円 

事     業     名 ⑫ スクールカウンセラー設置・推進事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 307,054 千円 
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＜事業概要＞ 

（１）学校にスクールカウンセラー等を配置して、学校の教育相談体制の充実と教職員の

教育相談に関する資質向上を図る。 
（２）各教育事務所にスーパーバイザーを配置し、スクールカウンセラーの資質のさらな

る向上を図る。   
＜令和６年度実績＞ 

・県内の全中学校区、公立高等学校、公立特別支援学校にスクールカウンセラーを、103

中学校区、小学校７校、高等学校 37 校にスクール相談員 41人を配置して、学校の教育

相談体制の充実と教職員の教育相談に関する資質向上を図った。 

・各教育事務所にスーパーバイザーを配置し、研修会での指導を行うとともに、スクール

カウンセラーとの面談を実施することによりスクールカウンセラーの資質のさらなる向

上を図った。 
 

＜事業概要＞ 

学校だけでは解決の困難な事例に対応するために、スクールソーシャルワーカーや暴力

行為等防止支援員を配置し、学校の要請に応じて活用できる体制を継続する。  
スーパーバイザーを配置し、スクールソーシャルワーカーに指導・助言を行うことでス

クールソーシャルワーカーの資質向上を図るとともに、学校におけるスクールソーシャル

ワーカーの効果的な活用を広める。 
＜令和６年度実績＞ 

・県内６つの教育事務所にスクールソーシャルワーカーを、学校安全課に暴力行為等防止

支援員を配置し、学校の要請に応じて活用できる体制を整えた。  

・学校安全課にスーパーバイザーを配置し、スクールソーシャルワーカーに指導・助言を

行うことで、スクールソーシャルワーカーの資質向上を図るとともに、学校におけるス

クールソーシャルワーカーの効果的な活用を広めた。 

 

＜事業概要＞ 

いじめ問題電話相談業務専門職を総合教育センターに、教育相談業務専門職を各教育事

務所に配置し、いじめ・不登校等の悩みを持つ児童生徒・保護者への教育相談の充実を図

事     業     名 ⑬ スクールソーシャルワーカー活用事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 15,111 千円 

事     業     名 ⑭ 教育相談業務専門職等設置事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 29,418 千円 
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る。 

＜令和６年度実績＞ 

・総合教育センターにおける 878 回の電話相談の対応をした。 

・教育事務所における 262 回の教育相談の対応をした。 

電話相談 218 回、面接相談 32回、出張相談 12 回 

 

＜事業概要＞ 

  いじめ等の電話相談に夜間、休日、祝日も含め 24時間体制で対応するため、電話相談員

を配置し、相談者の気持ちを受け止め、悩み等の解決を図る。 

＜令和６年度実績＞ 

・650 回の電話相談の対応をした。（平日昼間 249 回、夜間及び休日・祝日 401 回） 

 

＜事業概要＞ 

  高校生段階の引きこもりなどの子どもに居場所を提供し、将来の社会的自立に向けた学

びの再チャレンジを支援する。 

＜令和６年度実績＞ 

・県総合教育センター内に設置した、主に高校段階の生徒を対象とした教育支援センター

「Ｇ－プレイス」において、生徒一人一人の心に寄り添いながら、将来の社会的自立に

向けたきめ細かな支援を行った。（特別体験講座２回、心理プログラム 12 回、親の会２

回、Ｇ－プレイス通信毎月発行） 

 
 

＜事業概要＞ 

 県内の小・中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の児童生徒及び保護者に教

育相談を行い、その充実を図る。 
 総合教育センター、各教育事務所において電話相談、面接相談、出張相談の対応をする。 
 

事   業   名     ⑮ 子供ＳＯＳ２４電話相談事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 5,221 千円 

事     業     名 ⑯ 教育支援センター設置事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 342 千円 

事     業     名 ⑰ 教育相談 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 0 千円 
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＜令和６年度実績＞ 

・総合教育センターにおいて電話相談等を実施した。981 回（電話相談 878 回、面接相談

99 回、出張相談４回） 

・各教育事務所において電話相談等を実施した。262 回（電話相談 218 回、面接相談 32 回、

出張相談 12 回） 

 

＜事業概要＞ 

 県内の高校生・中学生段階の生徒を対象とした相談を、若者の多くが利用するＳＮＳを

活用して対応する。 
＜令和６年度実績＞ 

下記開催期間に実施した。 

開設期間：令和６年５月５日～５月 14日、８月 21 日～９月３日 

令和７年１月５日～１月 14 日、３月 22日～３月 31 日 

 開設時間：上記開設期間の午後５時～午後 10時 

対 象 者 ：県内の中学生・高校生段階の生徒本人 

相談実績：相談員による対応件数 147 件 

 

事     業     名 ⑲ スペシャリストサポート事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 6,001 千円 

＜事業概要＞ 

・問題行動の発生が予測される場合や、突発的な事件・事故が発生した場合等に、学校か

らの要請を受けて、専門的な知識を有する人材を派遣する。専門家から対応策について

の助言及び関係機関との連携の支援を受け、指導体制の確立等を図る。 
・小中学校についても弁護士の活用ニーズが高く、弁護士を早期に派遣することにより問

題が大きくなる前に対処でき、対応に迷う案件でも相談できる体制を確立する。 
＜令和６年度実績＞ 

・派遣校数 401 校（小、中、義、高・特、他） 

・各専門家の派遣（公認心理師、臨床心理士、精神科医、社会福祉士、学識経験者、弁護

士、その他） 

・派遣理由（心身の健康（精神不安定）、不登校、家庭問題、人間関係、いじめ、学習・進

路、その他） 

 

事     業     名 ⑱ ＳＮＳを活用した相談体制構築事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 4,072 千円 
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＜事業概要＞ 

・生徒自身が心の危機に気づき、身近な信頼できる大人に相談する力を培うため、中学校、

義務教育学校、高等学校においてスクールカウンセラーによるＳＯＳの出し方に関する

教育を少なくとも年１回は実施する。 
・教育相談ニーズが高い高等学校に自殺・不登校等相談員（スクール相談員）を配置する。 
＜令和６年度実績＞ 

・自殺・不登校等相談員（スクール相談員）を県立高等学校 63 校 72 課程延べ 74 人に配置

した。 

・ＳＯＳの出し方に関する教育を、242 校（中学校 170 校、義務教育学校６校、高等学校

66 校）にて実施した。 

 

＜事業概要＞ 

高等学校を対象に、学校内教育支援センターを整備し、不登校の兆候がある早期段階に

おいて、学校内で安心して心を落ち着け、個別の学習支援や相談支援を受ける体制を整備

する。生徒が早期に学習や進学への意欲を回復し、自らの進路を主体的に捉えて、社会的

な自立を目指すための支援を行う。 
＜令和６年度実績＞ 

・全県立高等学校（63 校 72 課程 73 か所）に校内教育支援センターを設置し、高等学校ス

クール相談員を任用するための予算を令達。 
・全ての学校が１名以上、高等学校スクール相談員を任用し、延べ 74 人を配置。 

・各学校の運営状況に合わせ、消耗品費を必要とする学校（19校）に令達。 

 

＜事業概要＞ 

不登校傾向の児童生徒に対し、早期段階において、在籍学級の教室とは別の教室等を活

用し、個別の学習支援や相談支援を実施するために、市町村（学校組合を含む）が、小学

校、中学校、義務教育学校で行う学校内教育支援センターを整備する事業等に要する経費

に対し、補助金を交付する。 
 

事     業     名 ⑳ 自殺未然防止・不登校等児童生徒支援事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 23,102 千円 

事     業     名 ㉑ 学校内教育支援センター整備促進事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 11,899 千円 

事     業     名 ㉒ 学校内教育支援センター整備促進事業費補助金 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 25,839 千円 
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＜令和６年度実績＞ 

・小学校、中学校、義務教育学校に校内教育支援センターの設置を推進する 24 市町村（組

合）教育委員会の経費に対し、補助金を交付する。 
 

 

＜事業概要＞ 

  本部及び県下５地区の少年サポートセンター並びに警察署において少年相談に的確に対応

するとともに、少年相談専門職員の指導による少年相談担当者の資質の向上及び各種相談機関

等との連携を深め、相談活動の充実強化を図る。また、スポーツ交流等を通じた少年の居場所

づくり活動を少年警察ボランティア等関係機関・団体と連携して実施、推進する。 

＜令和６年度実績＞ 

・本部及び地区少年サポートセンターで電話やメールによる相談対応をした。 

ヤングテレホンコーナー（本部少年サポートセンター） 97件 

 地区少年サポートセンター 440件 

・スポーツ等を通じた少年の居場所づくり活動を実施した。 

事     業     名 ㉓ 少年サポートセンター等推進事業 

担     当     課 警察本部 少年課 
令和６年度事業費 25,682 千円 
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以下記載事業の事業費、事業概要及び実績は、最もあてはまる条文欄に記載してあります。 

 

 

 

 

事     業     名 ㉔ 家庭教育支援推進事業 

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進 

③」（P.21）に掲載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ㉕ 岐阜県家庭の教育力向上事業（地域における家庭教育支援体

制の構築） 

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進 

④」（P.22）に掲載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ㉖ 岐阜県家庭の教育力向上事業（家庭教育支援員養成・スキル

アップ研修会）＊「３ 人材の養成等②」（P.17）に掲載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ㉗ 岐阜県警察スクールサポーター制度 

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

㉑」（P.29）に掲載 

担     当     課 警察本部 少年課 



６ 広報及び啓発 

- 41 - 

 

６ 広報及び啓発【条例第 16 条】 

 

＜事業概要＞ 

人権尊重の理念に関する正しい理解と人権意識の普及高揚を図ることを目的とし、岐阜

市内の大型商業施設において、親子等を対象にステージイベントを行いながら、県民から

寄せられた身近にある心温まるいい話のパネル展示や啓発資料等の配布等、人権啓発イベ

ントを実施する。 
＜令和６年度実績＞ 

・人権に関する啓発パネル展示や人権啓発クイズラリー等を通じ、親子を中心としたフェ

スティバル参加者に対し、家庭において親子等が人権について話し合えるきっかけを提

供し、約 1,000 人が参加した。 

 

＜事業概要＞ 

 「家族そろって食卓を囲む」などを実践することで、日頃の食生活を見直す機会とする

ため、「食育の日」（毎月 19 日）の普及啓発活動等を実施する。また、毎年６月の「食育月

間」については、関係者との緊密な連携・協働を図りつつ、食育推進運動を重点的かつ効

果的に実施する。 

＜令和６年度実績＞ 

 市町村や関係団体等により、食育の日や食育月間にあわせ、食育教室の実施、広報誌や

のぼり旗など各種普及媒体を活用し、広く啓発を実施した。 
・食育月間：県内 65 事例 
・食育月間以外：県内 60事例 
・食育の日：県内 42 事例 

 

 

事     業     名 ① 人権啓発フェスティバル in ぎふ 

担     当     課 環境エネルギー生活部 人権施策推進課 
令和６年度事業費 2,013 千円 

事     業     名 ② 食育推進連携事業（食育の日普及啓発） 

担     当     課 健康福祉部 保健医療課 

令和６年度事業費 0 千円 

事     業     名 ③ 青少年の安全安心なインターネット利用の啓発 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 
令和６年度事業費 0 千円 
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＜事業概要＞ 

青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよう意識の醸成を図るため、携帯

電話事業者と行政・教育・警察・保護者団体等によるコンソーシアムを組織し啓発事業を

実施する。 
＜令和６年度実績＞ 

・ケータイ安全・安心利用研修会(無料講師派遣)を 90 件実施した。 

・小・中学生がネット利用に関するトラブルやネットの有効活用について楽しく学べる教

材「情報セキュリティすごろく」を活用した出前講座を 16件実施した。 

 

＜事業概要＞ 

新聞により、結婚、出産、子育てに関する情報を発信する。 

＜令和６年度実績＞ 

・新聞による情報発信を４回行った。 

 

＜事業概要＞ 

プレコンセプションケアに関して、指導する保健師の養成と、ライフデザインを考える

啓発プロジェクト事業と連携し、プレコンセプションケアについての啓発を行う。 
＜令和６年度実績＞ 

ワーキンググループを開催し、プレコンセプションケア出前講座のための教材を作成し

た。作成した教材を活用しプレコンセプションケア出前講座（各保健所等）を実施した。 

・実施回数 10 回 

・参加者  568 人 

 

＜事業概要＞ 

11 月の「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」期間を中心に、オレンジリ

ボン・キャンペーン事業を展開する。 

事     業     名 ④ ぎふっこ応援ポジティブキャンペーン事業 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 
令和６年度事業費 2,640 千円 

事     業     名 ⑤ 女性健康支援センター事業 

担     当     課 子ども・女性部 子育て支援課 
令和６年度事業費 5,647 千円 

事     業     名 ⑥ オレンジリボン・キャンペーン事業 

担     当     課 子ども・女性部 子ども家庭課 
令和６年度事業費 2,871 千円 
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＜令和６年度実績＞ 

・11 月の「児童虐待防止推進月間」を中心に、オレンジリボン・キャンペーン事業を展開

した。 

・「清流の国ぎふオレンジリボン児童虐待防止講演会」を YouTube 配信した。 

（11 月の１か月間、視聴者 672 人） 

・県内全小・中・高校の児童・生徒に対し、「相談窓口１８９番カード」を配布し、児童相

談所虐待対応ダイヤル１８９番の案内を実施した。（６月） 

・各子ども相談センターと市町村とが連携した街頭啓発活動を実施した。 

（11 月、計９回実施） 

・県図書館と連携した「児童虐待防止関連図書フェア」を実施した。 

（10 月 27 日～11 月 23 日） 

 

 

＜事業概要＞ 

 岐阜で活躍する女性、家事・育児・介護等に参画する男性、企業等の優良取組事例を県

の広報媒体を利用し、情報発信する。 

＜令和６年度実績＞ 

・岐阜で活躍する女性の取材・広報をした。（42人実施） 

・家事・育児・介護等に参画する男性の取材・広報をした。（４人実施） 

・企業等の優良取組事例の取材・広報をした。（５社実施） 

 

＜事業概要＞ 

「女性に対する暴力をなくす運動」の期間において、女性相談支援センターで作成した

配布物を配布することで、女性の保護について地域社会の理解を深めるための啓発活動を

行うとともに、女性相談に関する関係機関をＰＲする。 

＜令和６年度実績＞ 

・令和６年 11 月 12 日から令和６年 11 月 25 日の期間中にマーサ２１等において、啓発グ

ッズの配布及び展示による啓発活動を実施したほか、岐阜県庁舎のライトアップを実施

した。 

 

事     業     名 ⑦ 女性の活躍推進に向けた情報発信事業 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 2,922 千円 

事     業     名 ⑧ 女性に対する暴力をなくす運動 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 896 千円 
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＜事業概要＞ 

ＤＶ被害の早期発見や地域における被害者支援体制づくりに資するため、地域の会合等

へＤＶ問題の専門家を講師として派遣し、また、若年層に対するＤＶ予防啓発のため、高

校・大学等へ講師を派遣する。 
＜令和６年度実績＞ 

ＤＶ問題の専門家を講師として派遣した。 
・派遣回数：11 回 

・派遣先 ：専門学校１校、短期大学１校、大学１校、高等学校２校、 

特別支援学校１校、中学校４校、一般１団体 

 

 

＜事業概要＞ 

岐阜県内の小中高等学校及び特別支援学校の児童生徒が、安全に安心してインターネッ

トを利用することができる環境を整えるために、児童生徒が主に利用するサイト等のパト

ロールを行う。パトロール等を通して把握した県内の児童生徒の状況は、県内の児童生徒、

保護者、教員に対する情報モラル啓発のためのリーフレットの作成に役立てる。 
＜令和６年度実績＞ 

・インターネット上の投稿について、ネットパトロールから得られた情報を生徒指導関係

部署や当該学校に提供し、情報モラル教育に活用した。 

・情報モラル啓発用リーフレットを作成し配布した。資料を活用し、児童生徒および保護

者に対し啓発するよう依頼した。 

 

＜事業概要＞ 

犯罪等による被害の深刻さや命の大切さに対する理解を社会に浸透させるため、次世代

を担う中・高校生等に「命の大切さを学ぶ教室」を開催し、被害者や被害者支援への理解

事     業     名 ⑨ ＤＶ防止等普及啓発事業 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 324 千円 

事     業     名 ⑩ 学校教育ネット安全・安心推進事業 

担     当     課 教育委員会 学校安全課 
令和６年度事業費 2,844 千円 

事     業     名 ⑪ 命の大切さを学ぶ教室 

担     当     課 警察本部 広報県民課 
令和６年度事業費 169 千円（うち警察予算 15 千円 再配当 154 千円）  
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や規範意識を高め、犯罪抑止を図る。 
＜令和６年度実績＞ 

・高校３校、中学校 11校において開催し、3,589 人が参加した。 

 

＜事業概要＞ 

各警察署の署長が、「МＳ・МＳＪリーダーズの証」を管内の中学校・高等学校の規範意

識啓発活動推進委員に交付。学校、教育委員会、関係機関・団体と連携し、中学生、高校

生による社会参加活動、非行防止活動等、規範意識の向上に向けた各種活動（МＳリーダ

ーズ活動）を支援し、少年に規範意識の啓発を意識付ける。 

＜令和６年度実績＞ 

警察職員、教育関係者、少年警察ボランティア等の支援の下、規範意識啓発活動推進委

員となる中学生、高校生が、社会参加活動等の規範意識啓発活動（МＳ・МＳＪリーダー

ズ活動)を実施した。 

・高校生によるМＳリーダーズ活動 

  平成 14 年度から県下全域で実施。令和６年は 111 校、7,205 人が参加。 

・中学生によるМＳJ リーダーズ活動 

  平成 28 年度から県下全域で実施。令和６年は 149 校、7,015 人が参加。 

 
 
 
以下記載事業の事業費、事業概要及び実績は、最もあてはまる条文欄に記載してあります。  

 

 

事     業     名 ⑫ 規範意識啓発活動事業（中学生によるＭＳＪリーダーズ活

動、高校生によるＭＳリーダーズ活動への支援） 
担     当     課 警察本部 少年課 
令和６年度事業費 564 千円 

事     業     名 ⑬ 家庭教育動画コンテンツの普及 

＊「１ 親としての学びを支援する学習の機会の提供③」（P.

８）に掲載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ⑭ 岐阜県家庭の教育力向上事業（「家庭教育を実践する日」の

啓発）  

＊「８ 家庭教育を実践する日①」（P.50）に掲載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
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事     業     名 ⑮ 岐阜県家庭の教育力向上事業（妊娠期の家庭教育啓発）  

＊「２ 親になるための学びの推進①」（P.13）に掲載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ⑯ 高校生向け啓発カレンダー制作事業  

＊「１ 親としての学びを支援する学習の機会の提供④」 

（P.９）に掲載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ⑰ 弁護士等法律の専門家による消費生活講座  

＊「１  親としての学びを支援する学習の機会の提供⑤」 

（P.９）に記載 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 

事     業     名 ⑱ 家庭の日普及啓発  

＊「８ 家庭教育を実践する日②」（P.50）に掲載 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 

事     業     名 ⑲ 家庭の日啓発図画・ポスターの募集  

＊「８ 家庭教育を実践する日③」（P.50）に掲載 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 

事     業     名 ⑳ 家庭の日の取組発表 

＊「８ 家庭教育を実践する日④」（P.51）に掲載 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 

事     業     名 ㉑ （公社）岐阜県青少年育成県民会議の活動支援 

＊「７ 団体活動の促進②」（P.48）に掲載 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 
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事     業     名 ㉒ ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業拡大促進 

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

⑨」（P.23）に掲載 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 

事     業     名 ㉓ スマートフォン等の普及を踏まえた児童の犯罪被害等を防

止するための情報モラル教室   

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促

進⑳」（P.28）に掲載 

担     当     課 警察本部 少年課 
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７ 団体活動の促進【条例第 17 条】 

＜事業概要＞ 

 子どもの学校外活動の充実を図るため、青少年団体が実施する事業に要する経費の一部

を補助する。 
＜令和６年度実績＞ 

・岐阜県子ども会育成連合会、日本ボーイスカウト岐阜県連盟、ガールスカウト岐阜県連

盟に対して補助をした。 
 

＜事業概要＞ 

県青少年育成県民運動を担う唯一の県内組織である（公社）岐阜県青少年育成県民会議

の活動に対して、助成を実施する。 
＜令和６年度実績＞ 

 (公社）岐阜県青少年育成県民会議の青少年育成事業等の推進のため、事業等に対する

助成を実施した。 

・団体事業 ８月   ２日 少年の主張岐阜県大会（岐阜市文化センター） 

11 月 30 日 岐阜県青少年健全育成県民大会（土岐市文化プラザ） 

家庭の日啓発図画・ポスター入賞者表彰や家庭の日の取組発表 

 

＜事業概要＞ 

岐阜県ＰＴＡ連合会が実施する事業に対して支援を行う。 

＜令和６年度実績＞ 

・第 45 回岐阜県ＰＴＡ研究大会及び第 69 回岐阜県ＰＴＡフォーラム可茂地区大会を実施

し、子育てに関する研究・実践活動例を報告・研究し、家庭や地域における教育力の向

上を図った。 

事     業     名 ① 青少年団体への支援 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 414 千円 

事     業     名 ② （公社）岐阜県青少年育成県民会議の活動支援 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 

令和６年度事業費 5,219 千円 

事     業     名 ③ ＰＴＡ（岐阜県ＰＴＡ連合会）への支援 

担     当     課 教育委員会 義務教育課 
令和６年度事業費 1,209 千円 
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・機関誌「わが子のあゆみ」、機関誌「岐阜県ＰＴＡ」を発行した。 
 

＜事業概要＞ 

 岐阜県高等学校ＰＴＡ連合会が実施する事業に対して支援を行う。 

＜令和６年度実績＞ 

・新入生の保護者に対し家庭教育啓発資料を配布した。 

・自己有用感を高めるためのＰＴＡ活動の在り方をテーマにＰＴフォーラム大会を開催し、

家庭の教育力の向上を図った。 

 
以下記載事業の事業費、事業概要及び実績は、最もあてはまる条文欄に記載してあります。 

 

 

 

事     業     名 ④ ＰＴＡ（岐阜県高等学校ＰＴＡ連合会）への支援 

担     当     課 教育委員会 高校教育課 
令和６年度事業費 874 千円 

事     業     名 ⑤ ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業拡大促進   

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

⑨」（P.23）に掲載 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 

事     業     名 ⑥ 子ども参観日の開催促進 

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

⑩」（P.24）に掲載 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 

事  業  名 
 

⑦ 地域の魅力再発見食育推進事業 

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

⑪」（P.24）に掲載 

担  当  課 農政部 農産物流通課 

事     業     名 ⑧ 少年警察ボランティアによる少年の活動機会の提供と居場

所づくりの推進  

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

㉒」(P.29)に掲載 

担     当     課 警察本部 少年課 
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８ 家庭教育を実践する日【条例第 18 条】 

＜事業概要＞ 

「家庭教育を実践する日」の具体的な取組みとして、家庭での約束づくりとその実践を

通じて家族で話をする機会を増やす「話そう！語ろう！わが家の約束」運動を推進する。 

＜令和６年度実績＞ 

・「話そう！語ろう！わが家の約束」運動の取り組み方法や、家庭教育の重要性について掲

載したチラシを作成し、全幼保子園、小中学校の保護者、市町村、事業者や公共施設に

242,000 部配布・配架した。 

・「話そう！語ろう！わが家の約束」運動の具体的な取組みを紹介したニュースレターを、

園、学校の保護者へ毎月、配信した。 

 

＜事業概要＞ 

家庭の絆を深め、社会全体で明るい家庭づくりを進めるため、「家庭の日」（「岐阜県家庭

の日を定める条例」に基づき毎月第三日曜日）の普及啓発活動等を実施する。 
＜令和６年度実績＞ 

・１月の「家庭の日普及実践強調月間」において、家庭の日啓発図画・ポスターの展示や、

市町村広報誌への掲載等、市町村と協力した周知活動や地域での取組支援を実施した。 

 

＜事業概要＞ 

「家庭の日」の普及・実践活動の一環として、県内の小・中学生を対象に、明るく豊か

な家庭づくりの啓発にふさわしい図画・ポスターを募集し、優秀作品等を県内各地で展示

啓発する。 
＜令和６年度実績＞ 

県内の小・中学生を対象に、明るく豊かな家庭づくりの啓発にふさわしい図画・ポスタ

ーを募集し、優秀作品等を県内各地で展示啓発した。 
・募集期間：５～９月 

・応募作品数：3,096 点、応募学校数 189 校 

事     業     名 ① 岐阜県家庭の教育力向上事業（「家庭教育を実践する日」の

啓発） 

担     当     課 環境エネルギー生活部 県民生活課 
令和６年度事業費 1,530 千円 

事     業     名 ② 家庭の日普及啓発 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 
令和６年度事業費 0 千円 

事     業     名 ③ 家庭の日啓発図画・ポスターの募集 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 
令和６年度事業費 0 千円 
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・最優秀作品：２点、優秀作品６点、入選作品 40点 

・展示期間：11～１月に県内で巡回展示 

（岐阜市、大垣市、高山市、美濃加茂市、土岐市、岐南町、大野町） 

 

＜事業概要＞ 

岐阜県青少年健全育成県民大会において、「家庭の日」の啓発活動の一環として、家族ぐ

るみや地域・団体で取り組んでいる活動の取組発表や啓発図画ポスターの展示、入賞者の

表彰を行う。 
＜令和６年度実績＞ 

・岐阜県青少年健全育成県民大会において、「家庭の日」の啓発活動の一環として、家族ぐ

るみや地域・団体で取り組んでいる活動の取組発表や啓発図画・ポスターの展示、入賞

者の表彰を行った。 
 

＜事業概要＞ 

県内企業のノー残業デーの実施や「早く家庭に帰る日（８のつく日）」の実施に向けて普

及に努める。 

＜令和６年度実績＞ 

・「早く家庭に帰る日」の実施を、岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録に関す

る取組みの一つとするなど、企業での普及及び実施を推進した。（1,675 社実施） 

 

以下記載事業の事業費、事業概要及び実績は、最もあてはまる条文欄に記載してあります。 

 

 

 

 

 

事     業     名 ④ 家庭の日の取組発表 

担     当     課 子ども・女性部 子ども・女性政策課 
令和６年度事業費 0 千円 

事     業     名 ⑤ 「早く家庭に帰る日」（毎月８のつく日）の普及 

担     当     課 子ども・女性部 男女共同参画推進課 
令和６年度事業費 0 千円 

事     業     名 ⑥ ＧＩＦＵ食のマイスタープロジェクト事業  

＊「４ 保護者、地域住民、学校等の連携による活動の促進

⑭」（P.25）に掲載 

担     当     課 教育委員会 体育健康課 
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 Ⅴ 令和６年度 家庭教育支援施策一覧  

●で記した条文欄に事業概要や実績等を記載してあります（最もあてはまる条文） 

 知事部局 教育委員会 警察本部 

１親としての学び
を支援する学習
の機会の提供 
【条例第 11 条】 

＜環境エネルギー生活部県民生活課＞ 

●家庭教育プログラムの普及 

●在宅取組型の家庭教育学級の普及 
●家庭教育動画コンテンツの普及 
・家庭教育支援推進事業 
●高校生向け啓発カレンダー制作事業 
●弁護士等法律の専門家による消費生活
出前講座 

＜環境エネルギー生活部環境生活政策課＞ 
●環境学習ポータルサイト 
●「脱炭素社会ぎふ」を支える人づくりツ
アー 

＜健康福祉部保健医療課＞ 
●食育推進連携事業（食育出前講座、企
業・職場給食と協働した食育の普及） 

＜健康福祉部高齢福祉課＞ 
●親子職場体験バスツアー 
●福祉のお仕事体験フェスタ 
＜子ども・女性部子育て支援課＞ 
・女性健康支援センター事業 
＜子ども・女性部男女共同参画推進課＞ 
●父親の子育て参画促進事業 
●イクメン・イクボス拡大事業（イクメ
ン・家事メン） 

＜商工労働部労働雇用課＞ 
●建設業界等と連携した人材育成・獲得プ
ロジェクト事業 

＜観光文化スポーツ部文化伝承課＞ 
●子育て世代・子育て支援関係者への支援
＜農政部農産物流通課＞ 
・地域の魅力再発見食育推進事業 
 

  

２親になるための
学びの推進 
【条例第 12 条】 

＜環境エネルギー生活部県民生活課＞ 

●岐阜県家庭の教育力向上事業（妊娠期の

家庭教育啓発） 

・家庭教育プログラムの普及 

・高校生向け啓発カレンダー制作事業 

・弁護士等法律の専門家による消費生活出

前講座 

＜健康福祉部保健医療課＞ 
●食育推進連携事業（大学と協働した食育
事業） 

＜子ども・女性部子育て支援課＞ 
・女性健康支援センター事業 
＜子ども・女性部男女共同参画推進課＞ 
●ライフデザインを考える啓発プロジェ
クト事業 

●若い世代へのライフデザイン啓発 
●子育て体験による若者のライフデザイ
ン形成支援事業 

・父親の子育て参画促進事業 
・イクメン・イクボス拡大事業（イクメン・

家事メン） 
＜農政部農産物流通課＞ 
・地域の魅力再発見食育推進事業 
 

＜義務教育課＞ 

・岐阜県道徳教育振興会議 

・幼児教育総合推進事業 
 
＜体育健康課＞ 
・ＧＩＦＵ食のマイスタープロ

ジェクト事業 
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 知事部局 教育委員会 警察本部 

３ 人材の養成等 
【条例第 13 条】 

＜環境エネルギー生活部県民生活課＞ 

●岐阜県家庭の教育力向上事業（家庭教育

学級リーダー研修会、家庭教育支援員養

成・スキルアップ研修会） 
・家庭教育支援推進事業 
＜健康福祉部保健医療課＞ 
●食育推進連携事業（食育ボランティア研
修会） 

＜健康福祉部障害福祉課＞ 
●ペアレント・トレーニング指導者養成研
修事業 

＜子ども・女性部子ども・女性政策課＞ 
●地域における情報モラル指導力の向上 
＜子ども・女性部子育て支援課＞ 
・女性健康支援センター事業 
＜子ども・女性部子ども家庭課＞ 
●児童虐待防止対策等事業 
＜子ども・女性部男女共同参画推進課＞ 
●イクメン・イクボス拡大促進事業（イク
ボス） 

●男女共同参画推進サポーター支援事業 
＜農政部農産物流通課＞ 
・地域の魅力再発見食育推進事業 
 
 

＜学校安全課＞ 

●高校生防災アクション 
 

 

４ 保護者、地域住 
民、学校等の連
携による活動の
促進 

【条例第 14 条】 

＜環境エネルギー生活部県民生活課＞ 

●岐阜県家庭の教育力向上事業（企業内家

庭教育研修、地域における家庭教育支援

体制の構築） 

●家庭教育推進専門職の設置 
●家庭教育支援推進事業 
・岐阜県家庭の教育力向上事業（家庭教育

支援員養成・スキルアップ研修会） 
・高校生向け啓発カレンダー制作事業 
・弁護士等法律の専門家による消費生活出

前講座 
＜環境エネルギー生活部人権施策推進課＞ 
●社会人権学習資料「家庭ではぐくむ生き
合う力」の作成 

＜健康福祉部保健医療課＞ 
●食育推進連携事業（食育推進体制整備）
＜子ども・女性部子ども・女性政策課＞ 
・家庭の日啓発図画・ポスターの募集 
・家庭の日の取組発表 
・（公社）岐阜県青少年育成県民会議の活
動支援 

＜子ども・女性部子育て支援課＞ 
●孫育てガイドブックの作成・配布 
・女性健康支援センター事業 
＜子ども・女性部子ども家庭課＞ 
●子どもの居場所づくりへの支援 
＜子ども・女性部男女共同参画推進課＞ 
●ワーク・ライフ・バランス推進エクセレ
ント企業拡大促進 

●子ども参観日の開催促進 
＜農政部農産物流通課＞ 
●地域の魅力再発見食育推進事業 
 
 

＜義務教育課＞ 
●岐阜県道徳教育振興会議 
●幼児教育総合推進事業 
 
＜体育健康課＞ 

●ＧＩＦＵ食のマイスタープロ

ジェクト事業 

＜学校安全課＞ 

●「あったかい言葉かけ県民運

動」の推進 

●いじめ未然防止・不登校等児
童生徒支援事業 

●学校安全総合支援事業 
●学校安全支援事業 
●防災教育月間 
 
 

＜少年課＞ 

●スマートフォン等の普及

を踏まえた児童の犯罪被

害等を防止するための情

報モラル教室 

●岐阜県警察スクールサポ
ーター制度 

●少年警察ボランティアに
よる少年の活動機会の提
供と居場所づくりの推進 
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 知事部局 教育委員会 警察本部 

５ 相談体制の整備
等 

【条例第 15 条】 

＜環境エネルギー生活部県民生活課＞ 

・家庭教育支援推進事業 
・岐阜県家庭の教育力向上事業（地域にお

ける家庭教育支援体制の構築、家庭教育
支援員養成・スキルアップ研修会） 

●消費生活相談 
●法律相談事業 
＜健康福祉部保健医療課＞ 
●こころのダイヤル１１９ 
＜子ども・女性部子ども・女性政策課＞ 
●青少年ＳＯＳセンターの運営 
＜子ども・女性部子育て支援課＞ 
●女性健康支援センター事業 
＜子ども・女性部子ども家庭課＞ 
●児童家庭支援センター運営事業 
●ひとり親家庭等就業・自立支援センター
事業 

●子ども相談センター ＳＮＳ相談事業 
●子ども相談センター 24 時間虐待通報
ダイヤル事業 

＜子ども・女性部男女共同参画推進課＞ 
●男女共同参画・女性の活躍支援センター
運営事業 

 

＜特別支援教育課＞ 

●特別支援学校のセンター的機

能充実事業 

 

＜学校安全課＞ 

●スクールカウンセラー設置・

推進事業 

●スクールソーシャルワーカー
活用事業 

●教育相談業務専門職等設置事
業 

●子供ＳＯＳ２４電話相談事  
業 
●教育支援センター設置事業 
●教育相談 
●ＳＮＳを活用した相談体制構
築事業 

●スペシャリストサポート事業 
●自殺未然防止・不登校等児童
生徒支援事業 

●学校内教育支援センター整備
促進事業 

●学校内教育支援センター整備
促進事業費補助金 

＜少年課＞ 

●少年サポートセンター等

推進事業 
・岐阜県警察スクールサポー
ター制度 

 

６ 広報及び啓発 
【条例第 16 条】 

＜環境エネルギー生活部県民生活課＞ 
・家庭教育動画コンテンツの普及 
・岐阜県家庭の教育力向上事業（「家庭教
育を実践する日」の啓発、妊娠期の家庭
教育啓発） 

・高校生向け啓発カレンダー制作事業 
・弁護士等法律の専門家による消費生活講

 座 

＜環境エネルギー生活部人権施策推進課＞ 
●人権啓発フェスティバル in ぎふ 
＜健康福祉部保健医療課＞ 
●食育推進連携事業（食育の日普及啓発）

＜子ども・女性部子ども・女性政策課＞ 

●青少年の安全安心なインターネット利

用の啓発 

●ぎふっこ応援ポジティブキャンペーン
事業 

・家庭の日普及啓発 
・家庭の日啓発図画・ポスターの募集 
・家庭の日の取組発表 

・（公社）岐阜県青少年育成県民会議の活

動支援 

＜子ども・女性部子育て支援課＞ 
●女性健康支援センター事業 
＜子ども・女性部子ども家庭課＞ 
●オレンジリボン・キャンペーン事業 
＜子ども・女性部男女共同参画推進課＞ 
●女性の活躍推進に向けた情報発信事業 
●女性に対する暴力をなくす運動 
●ＤＶ防止等普及啓発事業 
・ワーク・ライフ・バランス推進エクセレ

ント企業拡大促進 
 
 

＜学校安全課＞ 

●学校教育ネット安全・安心推

進事業 

 

＜広報県民課＞ 

●命の大切さを学ぶ教室 

 
＜少年課＞ 
●規範意識啓発活動事業（中
学生によるＭＳＪリーダ
ーズ活動、高校生によるＭ
Ｓリーダーズ活動への支
援） 

・スマートフォン等の普及を
踏まえた児童の犯罪被害等
を防止するための情報モラ
ル教室 
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 知事部局 教育委員会 警察本部 

７ 団体活動の促進 
【条例第 17 条】 

＜環境エネルギー生活部県民生活課＞ 

●青少年団体への支援 
 
＜子ども・女性部子ども・女性政策課＞ 
●（公社）岐阜県青少年育成県民会議の活
動支援 

 
＜子ども・女性部男女共同参画推進課＞ 
・ワーク・ライフ・バランス推進エクセレ

ント企業拡大促進 
・子ども参観日の開催促進 
 
＜農政部農産物流通課＞ 
・地域の魅力再発見食育推進事業 
 

＜義務教育課＞ 
●ＰＴＡ（岐阜県ＰＴＡ連合会）
への支援 

 

＜高校教育課＞ 

●ＰＴＡ（岐阜県高等学校ＰＴ

Ａ連合会）への支援 

＜少年課＞ 

・少年警察ボランティアによ

る少年の活動機会の提供と

居場所づくりの推進 
 

８ 家庭教育を実践
する日 

【条例第 18 条】 

＜環境エネルギー生活部県民生活課＞ 

●岐阜県家庭の教育力向上事業（「家庭教

育を実践する日」の啓発） 

 

＜子ども・女性部子ども・女性政策課＞ 
●家庭の日普及啓発 
●家庭の日啓発図画・ポスターの募集 

●家庭の日の取組発表 
 
＜子ども・女性部男女共同参画推進課＞ 
●「早く家庭に帰る日」（毎月８のつく日）
の普及 
 

＜体育健康課＞ 

・ＧＩＦＵ食のマイスタープロ

ジェクト事業 

 

 

 


